
作業環境測定の定義 

 

○労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57号） 

（定義） 

第 2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一～三の二 （略） 

四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、

サンプリング及び分析（解析を含む。）をいう。 

 

（作業環境測定） 

第 65 条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働

省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければなら

ない。 

２～５（略） 

 

（作業環境測定の結果の評価等） 

第 65 条の２ 事業者は、前条第１項又は第５項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者

の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又

は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他適切な措置を講じなければならない。 

２～３  (略) 

 

 

労働安全衛生法施行令（昭和 47 年政令第 318 号）（抜粋） 

（作業環境測定を行うべき作業場） 

第 21 条 法第 65条第１項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 

一  土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定める

もの 

二  暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 

三  著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 

四  坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの 

五  中央管理方式の空気調和設備（空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することが

できる設備をいう。）を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 

六  別表第２に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの 

七  別表第３第１号若しくは第２号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場（（略）

を除く。）、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上におい

て若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場 

八  別表第４第１号から第８号まで、第 10 号又は第 16 号に掲げる鉛業務（遠隔操作によって行う隔離

室におけるものを除く。）を行う屋内作業場 

九  別表第６に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 

十  別表第６の２に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋

内作業場 

 

  

参考資料６－２ 



作業環境測定の実施 

○労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57号） 

（作業環境測定） 

第 65 条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働

省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 

２ 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければなら

ない。 

３～５（略） 

 

○作業環境測定基準（昭和五十一年四月二十二日労働省告示第四十六号) 

(粉じんの濃度等の測定)  ※特定化学物質、鉛、有機溶剤にも準用 

第二条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十一条第一号の

屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次に定めると

ころによらなければならない。 

一 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状

況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)の床面上に六メートル

以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル

以下の位置(設備等があつて測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。ただし、単位作業場所に

おける空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなと

きは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた縦の線

と横の線との交点とすることができる。 

一の二 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点が五に満たないこととなる場合にあって

も、測定点は、単位作業場所について五以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合で

あって、当該単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ

均一であることが明らかなときは、この限りでない。 

二 前二号の測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。 

二の二 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単

位作業場所にあっては、前三号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の土

石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われ

る位置において測定を行うこと。 

三 一の測定点における試料空気の採取時間は、十分間以上の継続した時間とすること。ただし、相対

濃度指示方法による測定については、この限りでない。 

四 空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次のいずれかの方法によるこ

と。 

イ 分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法 

ロ 相対濃度指示方法(当該単位作業場所における一以上の測定点においてイに掲げる方法を同時に行

う場合に限る。) 

２ 前項第四号イの分粒装置は、その透過率が次の図で表される特性を有するもの又は次の図で表される特

性を有しないもののうち当該特性を有する分粒装置を用いて得られる測定値と等しい値が得られる特性

を有するものでなければならない。（図 略） 

３ 略  



作業環境測定結果の評価等 

○労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57号） 

（作業環境測定の結果の評価等） 

第 65 条の２ 事業者は、前条第１項又は第５項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者

の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設

備の設置又は整備、健康診断の実施その他適切な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、前項の評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定め

る作業環境評価基準に従って行わなければならない。 

３ 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行ったときは、厚生労働省令で定めるところ

により、その結果を記録しておかなければならない。 

 

○作業環境評価基準（昭和六十三年九月一日労働省告示第七十九号) 

(測定結果の評価) 

第二条 労働安全衛生法第六十五条の二第一項の作業環境測定の結果の評価は、単位作業場所(作業環境測

定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。以下

同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号の表の下欄に掲げるところにより、第

一管理区分から第三管理区分までに区分することにより行うものとする。 

一 A 測定(作業環境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定(作業環境測定

基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を

含む。)をいう。以下同じ。)のみを行つた場合 

管理区分 評価値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果 

第一管理区分 第一評価値が管理濃度に満たない場合 

第二管理区分 第一評価値が管理濃度以上であり、かつ、第二評価値が管理濃度以下である場合 

第三管理区分 第二評価値が管理濃度を超える場合 

二 A 測定及び B測定(作業環境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定(作業環境測定

基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を

含む。)をいう。以下同じ。)を行つた場合 

管理区分 評価値又は B測定の測定値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果 

第一管理区分 第一評価値及び B測定の測定値(二以上の測定点において B測定を実施した場合には、

そのうちの最大値。以下同じ。)が管理濃度に満たない場合 

第二管理区分 第二評価値が管理濃度以下であり、かつ、B測定の測定値が管理濃度の一・五倍以下

である場合(第一管理区分に該当する場合を除く。) 

第三管理区分 第二評価値が管理濃度を超える場合又は B 測定の測定値が管理濃度の一・五倍を超え

る場合 

２ 測定対象物の濃度が当該測定で採用した試料採取方法及び分析方法によって求められる定量下限の値

に満たない測定点がある単位作業場所にあっては、当該定量下限の値を当該測定点における測定値とみ

なして、前項の区分を行うものとする。 

３ 測定値が管理濃度の十分の一に満たない測定点がある単位作業場所にあっては、管理濃度の十分の一

を当該測定点における測定値とみなして、第一項の区分を行うことができる。 

４ 略  



○特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号） 

 

（測定及びその記録） 

第三十六条 事業者は、令第二十一条第七号の作業場（石綿等（石綿障害予防規則（平成十七年厚生労働

省令第二十一号。以下「石綿則」という。）第二条に規定する石綿等をいう。以下同じ。）に係るもの

及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。）について、六月以内ごとに

一回、定期に、第一類物質（令別表第三第一号８に掲げる物を除く。）又は第二類物質（別表第一に掲

げる物を除く。）の空気中における濃度を測定しなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、これを三年間保存し

なければならない。 

一～七 略 

３～４ 略  

（測定結果の評価） 

第三十六条の二 事業者は、令別表第三第一号３、６若しくは７に掲げる物又は同表第二号１から３ま

で、３の３から７まで、８の２から１１の２まで、１３から２５まで、２７から３１の２まで若しくは

３３から３６までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定に

よる測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作

業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該

測定の結果の評価を行わなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存

しなければならない。 

一 評価日時 

二 評価箇所 

三 評価結果 

四 評価を実施した者の氏名 

３ 略 

（評価の結果に基づく措置） 

第三十六条の三 事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所につい

ては、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の

設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場

所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当

該特定化学物質の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使

用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前

条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結

果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。 

一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 

二 書面を労働者に交付すること。 

三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録

の内容を常時確認できる機器を設置すること。 

第三十六条の四 事業者は、第三十六条の二第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された

場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備



の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第三十六条の二第二項の規定による評

価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなけ

ればならない。 

一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 

二 書面を労働者に交付すること。 

三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録

の内容を常時確認できる機器を設置すること。 

 


